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１ 試験日時 

平成２０年度のフードスペシャリスト資格認定試験（以下「認定試験」といいます。）

は平成２０年１２月２１日（日）１０時３０分から実施します。 
 
２ 試験実施場所 

認定試験は、フードスペシャリスト養成機関（以下「養成機関」といいます。）として

認定された学部・学科等を有する別添「平成２０年度フードスペシャリスト資格認定試

験実施校一覧」記載の教育機関を会場に実施します。 
 
３ 受験資格者 

認定試験の受験資格を有する方は次のとおりです。 
一 養成機関の最終年次に属する学生 
二 ４年制大学に置かれた養成機関の第３年次に属する学生で、第３年次中に所定

の授業科目の単位の全てを修得すると認められる方 
三 養成機関を卒業しており、かつ、養成機関において所定の授業科目の単位の全

てを修得している方（修得見込である方を含みます。）なお、この場合において、

卒業養成機関における単位修得状況は、卒業養成機関の属する教育機関が発行し

た単位修得証明書に基づき受験教育機関が認定します。

 
４ 受験教育機関 
（１）養成機関に在籍中の方は、在籍養成機関が属する教育機関で受験してください。 
（２）養成機関を卒業済みの方は、卒業養成機関が属する教育機関での受験を原則としま

す。これによりがたい事情のある方は、卒業養成機関が属する教育機関又は協会にご

相談下さい。 
 
５ 出願 
（１）出願は受験教育機関を経由して行ってください。 
（２）出願期限は各教育機関が独自に定めます。通常、下記（４）の期限よりも早めに締

め切られますので、受験希望の方は注意してください。 
（３）受験料は４,０００円です。 
（４）各教育機関は平成２０年１０月１５日までに、別紙１の様式による受験者名簿を簡

易書留郵便など送達が確認できる方式で協会に提出して下さい。 

 



（５）受験者名簿に記載されていない方には認定試験の受験を認めません。 
（６）各教育機関は、受験者名簿の提出に併せ、名簿記載の受験者数に見合った受験料を

一括して協会に納入して下さい。振込先は次のとおりです。口座名義はいずれも「日

本フードスペシャリスト協会」です。 
み ず ほ 銀 行  芝 支 店 普通 ３４６８８８４ 
三 井 住 友 銀 行  三田通支店 普通 ７８６１１０１ 
三菱東京ＵＦＪ銀行  三 田 支 店 普通 ３５８５７９１ 

（７）振込にあたって各教育機関は、下記９に定める助成額を控除して下さい。なおこの

方式によりがたい場合は協会にご相談下さい。 
（８）一度納入された受験料は返却できません。 
（９）受験料の領収証はお振込銀行の「振込金受取書」又は「利用明細票」をもって代え

させていただきます。 
（10）各教育機関は、受験者名簿の発送及び受験料の振込に時期を合わせ、次の資料を協

会あてにE-Mail添付で送付して下さい。協会のE-Mailアドレスはjimu@jafs.orgです。 
ア 受験者名簿の電子ファイル 
イ 別紙２の様式による受験料振込通知書の電子ファイル 

 
６ 試験の実施体制 
（１）教育機関における認定試験の実施に伴う経費はそれぞれの教育機関の負担とします。 
（２）各教育機関は、フードスペシャリスト養成課程を担当する専任教員（学内兼担教員

を含む）又は事務担当責任者の中から試験実施委員を選任し、平成２０年１１月１４

日（金）までにその職名及び氏名を別紙３の様式により協会に通知して下さい。 
試験実施委員は１名に限りません。受験生の数に応じ、円滑な試験の実施に必要な

数の試験実施委員を選任・通知して下さい。 
（３）協会は、平成２０年１２月１２日（金）までに各教育機関に受験票、試験問題及び

解答用紙を簡易書留郵便など送達が確認できる方式で送付します。 
（４）試験実施委員は、受験票を速やかに受験生に配布して下さい。遠隔地居住の既卒業

者等、受験票の事前配布が難しい受験生に関しては、当該受験生と調整のうえ、試験

当日の配布とすることができます。 
（５）試験実施委員は、試験問題及び解答用紙について、到着後速やかに部数を確認のう

え、再厳封し、試験実施直前まで学内に厳重に保管して下さい。 
（６）試験実施委員は、平成２０年１２月２１日午前１０時３０分から、別紙４「認定試

験実施の手引」に従い、認定試験を厳正に実施して下さい。 
（７）試験実施委員は、認定試験後、回収した解答用紙の全てを平成２０年１２月２４日

（水）必着で協会あて簡易書留郵便など送達が確認できる方式で送付して下さい。な

お、送付された解答用紙に欠番がある場合、その受験生は棄権したものとみなします。 
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７ 認定試験の内容 
（１）認定試験は１００分間とします。 
（２）認定試験の問題は協会の専門委員会が作成します。 
（３）問題はいずれも五肢択一方式とし、５５問出題します。 
（４）配点は各問とも２点、１１０点満点とします。 
（５）解答用紙はマークシートとします。 
（６）出題科目は、次の８科目です。 

１）フードスペシャリスト論 （設問数６） 
２）食品の官能評価・鑑別論（統計処理を含む） （設問数８） 
３）食物学（食品学、食品加工学、食商品学等）に関する科目 （設問数８） 
４）食品の安全性（食品衛生、食中毒、有害物質、 
食品添加物、水質等）に関する科目 （設問数７） 

５）調理学（調理科学を含む）に関する科目 （設問数６） 
６）栄養と健康に関する科目（食品機能論を含む） （設問数６） 
７）食品流通・消費に関する科目 
（マーケティングリサーチを含む） （設問数７） 

８）フードコーディネート論 （設問数７） 
（７）出題の範囲は、次の通りとします。ただし、フードスペシャリストを目指す者が当

然注意を払うべき食に関する時事的テーマ（平成２０年３月３１日までの法令改正を

含む。）については、この範囲にかかわらず出題することがあります。 

フードスペシャリスト論 
協会指定テキスト「改訂フードスペシャリスト論」及

び「三訂フードスペシャリスト論」の共通記載事項 

食品の官能評価・鑑別論 
協会指定テキスト「新版食品の官能評価・鑑別演習」

の初版、第２版及び第３版の共通記載事項 
食品の安全性に関する科目 協会指定テキスト「改訂食品の安全性」の記載事項 

栄養と健康に関する科目 
協会指定テキスト「栄養と健康」及び「改訂栄養と健

康」の共通記載事項 

食品流通・消費に関する科目 
協会指定テキスト「食品の消費と流通」及び「新版食

品の消費と流通」の共通記載事項 

フードコーディネート論 
協会指定テキスト「新版フードコーディネート論」の

初版及び第２版の共通記載事項 
食物学に関する科目 
調理学に関する科目 

「フードスペシャリスト養成機関における必修科目の

授業内容例」（別紙５）を参照して出題します。 

（８）出題の水準は、フードスペシャリストとして必要な基礎の知識・技術を根底に置き、

１００分間で十分に解答できる程度とします。 

 






